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第７７号議案 
 
 
 
   芦屋市住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について 
 
 
 
芦屋市住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 
 
 

平成２４年１２月３日提出 
 
 
 

芦屋市長 山 中  健 
 
 
  
 
提案理由 
 
地区住民自らが，地域のまちづくりに関するよりきめ細かいルールを創設すること

ができる制度を設けるとともに，住環境の維持，保全に係る規定を整備するため，こ

の条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 
 

 

   芦屋市住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例 

 

 

芦屋市住みよいまちづくり条例（平成１２年芦屋市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

目次中「宅地開発事業者等，建築主等及び市民」を「指定確認検査機関，事業主，

建築主及び市民等」に，「事業者等」を「事業主等及び建築主等」に，「第２０条」

を「第１９条の２」に改める。 

 

第１条中「保全」を「維持，保全」に，「宅地開発事業者等，建築主等及び市民」

を「指定確認検査機関，事業主，建築主及び市民等」に改める。 

 

第２条の見出しを「（定義）」に改め，同条中第１２号及び第１３号を削り，第１

１号を第１７号とし，同条第１０号中「又は」の次に「これに代わる」を加え，同号

を同条第１６号とし，同条第７号から第９号までを６号ずつ繰り下げ，同条第６号中

「の各細号」を削り，「なお」を「この場合において」に，「ところ」を「敷地」に，

「行うとき，及び」を「行うとき及び」に改め，同号イ中「の集合住宅」の次に「及

びこれに準ずるものとして規則で定めるもの」を加え，同号を同条第１２号とし，同

号の前に次の４号を加える。 

(8) 事業主 宅地開発を行おうとする者及び宅地開発を行う者をいう。 

(9) 事業主等 事業主並びに宅地開発に係る設計者，工事施工者（請負工事の下請

人を含む。）及び工事監理者をいう。 

(10) 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者及び請負契約によらないで自

らその工事をする者（法第８７条第１項の規定による用途変更を行う者を含む。）

をいう。 
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(11) 建築主等 建築主並びに建築物に係る設計者，工事施工者（請負工事の下請人

を含む。）及び工事監理者をいう。 

 

第２条第５号中「開発区域の」を「宅地開発のうち，開発区域の」に改め，「なお，

同一宅地開発事業者（宅地開発を引き継いだ者を含む。）が隣接するところで宅地開

発を行うとき，及び複数の宅地開発事業者が共同で宅地開発を行うときは，全体を一

つの開発区域とみなす。」を削り，同号を同条第７号とし，同条第４号を同条第６号

とし，同条第３号に後段として次のように加える。 

この場合において，同一事業主（宅地開発を引き継いだ者を含む。）が隣接する

敷地で宅地開発を行うとき及び複数の宅地開発事業者が共同で宅地開発を行うと

きは，全体を一の開発区域とみなす。 

 

第２条中第３号を第５号とし，同条第２号中「建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号。以下「法」という。）」を「法」に改め，「又は第８８条第１項若しくは第２

項」を削り，同号を同条第４号とし，同条中第１号を第３号とし，同号の前に次の２

号を加える。 

(1) 市民等 市内において，居住する者，事業を営む者，土地又は建築物等を所有

又は占有する者をいう。 

(2) 指定確認検査機関 市内を業務区域として建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号。以下「法」という。）第６条の２第１項の規定による確認又は第７条の２

第１項及び第７条の４第１項（法第８７条の２又は第８８条第１項において準用

する場合を含む。）の検査の業務を行う者をいう。 

 

第１章第２節の節名を次のように改める。 

第２節 市，指定確認検査機関，事業主，建築主及び市民等の責務 

 

第３条中「保全」を「維持，保全」に改め，同条の次に次の１条を加える。 
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（指定確認検査機関の責務） 

第３条の２ 指定確認検査機関は，市が取り組む健全で快適な住環境を維持，保全及

び育成するための施策に協力しなければならない。 

 

第４条の見出し中「宅地開発事業者等及び建築主等」を「事業主及び建築主」に改

め，同条中「宅地開発事業者等及び建築主等」を「事業主及び建築主」に，「保全」

を「維持，保全」に改める。 

 

第５条の見出し中「市民」を「市民等」に改め，同条中「市民」を「市民等」に，

「保全」を「維持，保全」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 市民等は，宅地又は建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければならな

い。 

 

第６条第１項中「宅地開発事業者は，」を「事業主は，宅地開発を行う前に，」に

改め，同条第２項中「宅地開発事業者」を「事業主」に改め，同条第３項を次のよう

に改める。 

３ 市長は，第１項の届出が特定宅地開発に係るものであるときは，前項の規定にか

かわらず，第１１条の規定に基づく協議内容について事業主と協定の締結を行うこ

とをもって，同項の適合通知書の交付に代えるものとする。 

 

第６条第４項中「宅地開発事業者」を「事業主」に改め，「第１項に定める宅地開

発に係る届出をし」を削り，「を市長と締結する」を「の締結を行う」に改め，同条

に次の１項を加える。 

５ 第１項の規定は，規則で定める軽易な行為については適用しない。 

 

第７条第１項中「建築主」の次に「（特定建築物の建築主を除く。）」を加え，「す

る前」を「しようとする日の１５日前まで」に改め，同条第３項中「特定建築物建築

主は」を「特定建築物の建築主は，確認申請等をしようとする前に」に改め，同条第
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４項を次のように改める。 

４ 市長は，前項の届出があったときは，第１２条の規定に基づく協議内容について

建築主と協定の締結を行うものとする。 

 

第７条に次の１項を加える。 

５ 宅地開発を伴う建築に係る第１項又は第３項の届出については，次に定めるとこ

ろによる。 

(1) 前条第２項の適合通知書の交付を要する宅地開発を伴う建築については，同項

の規定による適合通知書の交付を受けた後に届出を行うものとする。 

(2) 前条第４項の規定による協定の締結を要する特定宅地開発を伴う建築について

は，同項の規定による協定の締結後（特定宅地開発について，第１５条第１項の

規定による検査を受けるものにあっては，同条第４項の規定による検査済証の交

付を受けた後）に届出を行うものとする。 

 

第８条第１項中「宅地開発事業者」を「事業主」に改め，同条第２項中「第７条第

１項」を「前条第１項又は第３項」に改め，同条第３項中「第４項まで又は第７条第

２項から第４項」を「第５項まで又は前条第２項から第５項」に改める。 

 

第９条第１項中「宅地開発事業者等及び建築主等」を「事業主及び建築主」に，「，

当該」を「当該」に，「させなければならない」を「しなければならない」に改め，

同条第２項中「宅地開発事業者等及び建築主等」を「事業主及び建築主」に改め，同

条第３項中「第７条」の次に「若しくは第３項」を加える。 

 

第１０条第１項中「特定宅地開発事業者等及び特定建築物建築主等」を「特定宅地

開発の事業主等及び特定建築物の建築主等（以下「特定事業主等」という。）」に改

め，同条第２項及び第３項中「特定宅地開発事業者等及び特定建築物建築主等」を「特

定事業主等」に改める。 
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第２章第２節の節名を次のように改める。 

第２節 宅地開発及び建築物の建築に係る指導並びに事業主等及び建築主等

の措置 

 

第１１条の見出し中「宅地開発事業者等」を「事業主」に改め，同条第１項中「市

長は，」の次に「次項から第６項までの規定において」を加え，「保全」を「維持，

保全」に，「当該宅地開発事業者等」を「事業主」に改め，同条第２項中「宅地開発

事業者等」を「事業主」に改め，同条第３項中「特定宅地開発事業者等」を「特定宅

地開発の事業主」に，「，通行」を「及び通行」に改め，同条第４項中「宅地開発事

業者等」を「事業主」に，「するよう努めなければならない」を「しなければならな

い」に改め，同条第５項中「宅地開発事業者等」を「事業主」に改め，同条第６項中

「特定宅地開発事業者等」を「特定宅地開発の事業主」に，「建築協定」を「法第６

９条に規定する建築協定（以下「建築協定」という。）」に改める。 

 

第１２条の見出し中「建築主等」を「建築主」に改め，同条第１項中「市長は，」

の次に「次項から第１３項までの規定において」を加え，「保全」を「維持，保全」

に，「当該建築主等」を「建築主」に改め，同条第２項中「建築主等」を「建築主」

に改め，同条第３項中「特定建築物建築主等」を「特定建築物の建築主」に，「，通

行」を「及び通行」に改め，同条第５項及び第６項中「建築主等」を「建築主」に改

め，同条第７項中「建築主等」を「建築主」に，「するように努めなければならない」

を「しなければならない」に改め，同条第８項及び第９項中「建築主等」を「建築主」

に改め，同条第１０項中「特定建築物建築主等」を「特定建築物の建築主」に改め，

同条第１１項中「特定建築物建築主等」を「特定建築物の建築主」に，「並びに」を

「及び」に改め，同条第１３項中「建築主等」を「建築主」に改める。 

 

第１３条第１項中「宅地開発事業者等及び建築主等」を「事業主等及び建築主等」

に改め，同条第２項中「特定宅地開発事業者等及び特定建築物建築主等」を「特定事

業主等」に改め，「（以下「工事協定書」という。）」を削り，同項後段中「工事協
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定書」を「協定」に改める。 

第１４条中「特定宅地開発事業者及び特定建築物建築主」を「特定宅地開発の事業

主及び特定建築物の建築主（以下「特定事業主」）という。」に改める。 

 

第１５条第１項中「特定宅地開発事業者等及び特定建築物建築主等」を「特定事業

主」に，「とき」を「ときは」に改め，同条第２項及び第３項中「特定宅地開発事業

者等及び特定建築物建築主等」を「特定事業主」に改め，同条第４項中「特定宅地開

発事業者又は特定建築物建築主」を「特定事業主」に改め，同条に次の１項を加える。 

５ 第１項の規定は，規則で定める軽易な行為については適用しない。 

 

第１６条第１項中「特定宅地開発事業者及び特定建築物建築主」を「特定事業主」

に改め，「第１１条第３項の規定」を「第１１条第３項」に改め，同条第３項中「土

地区画整理事業等」を「土地区画整理事業等の」に改め，「については」の次に「，

特定事業主は」を加える。 

 

第１７条第１項中「の各号」を削り，「宅地開発事業者等」を「事業主等」に，「し

なければならない」を「することができる」に改め，同項第１号中「第７条第１項」

の次に「若しくは第３項」を加え，同条第２項中「宅地開発事業者等」を「事業主等」

に，「保全」を「維持，保全」に改める。 

 

第１９条中「の施行」を削る。 

 

第３章中第２０条の前に次の２条を加える。 

（まちづくり活動団体の認定等） 

第１９条の２ 市長は，市民等で構成され，住みよいまちづくりを推進することを目

的とする団体が次の各号のいずれにも該当するときは，まちづくり活動団体として

認定することができる。 

(1) 活動の対象となる区域（以下「活動区域」という。）の面積がおおむね０.５へ
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クタール以上であること。 

(2) 組織の規約等を有し，かつ，代表者の定めがあること。 

(3) 組織が活動区域内の市民等（以下「地区住民等」という。）の２分の１以上で

構成され，構成員が１０人以上であること。 

(4) 活動が，活動区域における地区計画等の導入又は維持及び保全を目的としてい

るものであること。 

(5) 活動内容について，地区住民等に周知できる取組を行っているものであること。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする団体は，規則で定めるところにより，市

長に申請しなければならない。 

３ まちづくり活動団体は，第１項で認定を受けた内容に変更が生じたときは，市長

に届け出なければならない。 

（まちづくり活動団体の認定の取消し） 

第１９条の３ 市長は，前条第１項の規定により認定したまちづくり活動団体が，同

項各号の規定に該当しなくなったと認めるときは，その認定を取り消すことができ

る。 

２ まちづくり活動団体が，前条第１項の規定により受けた認定の取消しを申し出る

ときは，市長に届け出なければならない。 

 

第２１条中「保全」を「維持，保全」に，「建築物の所有を目的とする地上権又は

賃借権」を「借地権」に改め，「法第６９条に規定する」を削り，同条の次に次の２

条を加える。 

（まちづくり協定の認定等） 

第２１条の２ まちづくり活動団体は，地域のまちづくりに関し，当該地域において

遵守されるべき事項を定めたまちづくり協定を策定したときは，市長の認定を受け

ることができる。 

２ まちづくり活動団体は，前項の規定による認定を受けようとするときは，規則で

定めるところにより，市長に申請しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定による申請書の提出があったときは，遅滞なく，その旨を告
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示し，まちづくり協定書を当該告示の日から２週間公衆の縦覧に供さなければなら

ない。 

４ 地区住民等は，前項の告示の日の翌日から起算して２週間以内に，市長に対し，

まちづくり協定に関する意見書を提出することができる。 

５ 市長は，前項の意見書が提出されたときは，速やかにその写しをまちづくり活動

団体に送付しなければならない。 

６ まちづくり活動団体は，前項の規定により意見書の送付を受けたときは，当該意

見書に対する見解書を市長に提出しなければならない。 

７ 市長は，前項の見解書が提出されたときは，当該見解書を速やかに公表しなけれ

ばならない。 

８ 市長は，第３項の意見書及び前項の見解書の内容等を考慮し，まちづくり協定の

内容が，次の各号のいずれにも該当するときは，まちづくり協定を認定しなければ

ならない。 

(1) まちづくり協定の目的となっている土地の区域（以下「協定区域」という。）

の面積がおおむね０.５ヘクタール以上であること。 

(2) まちづくり協定の目的となっている土地又は建築物等の利用を不当に制限す

るものでないこと。 

(3) まちづくり協定に定められた基準がまちづくりの目標及び方針に合致するも

のであること。 

(4) 都市計画法第１８条の２第１項に規定する都市計画に関する基本的な方針に

沿った内容であること。 

９ 市長は，前項の認定をしたときは，遅滞なく，その旨を告示し，かつ，申請者に

通知しなければならない。 

１０ まちづくり活動団体は，第１項の規定により認定を受けたまちづくり協定の内

容を変更又は廃止しようとするときは，規則で定めるところにより，市長に申請し

なければならない。 

１１ 第３項から第９項までの規定は，まちづくり協定の変更に準用する。 

１２ 市長は，第１９条の３第１項の規定によりまちづくり活動団体の認定が取り消
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されたときは，第８項の規定によるまちづくり協定の認定を取り消すことができる。 

１３ 市長は，第１０項の規定によりまちづくり協定の廃止の申請があったとき又は

前項の規定によりまちづくり協定の認定の取消しをしたときは，遅滞なく，その旨

を告示し，かつ，申請者に通知しなければならない。 

（まちづくり活動団体との協議要請等） 

第２１条の３ 市長は，協定区域において建築等を行おうとする事業主又は建築主に

対し，まちづくり活動団体と協議するよう要請することができる。 

２ 事業主及び建築主は，前項の規定による協議を行ったときは，その協議内容を市

長に報告しなければならない。 

 

第２２条第１項中「に関する活動及び前条」を「，第２１条」に改め，「締結」の

次に「及び第２１条の２に規定するまちづくり協定の認定」を加える。 

 

第２３条第１項及び第２５条中「宅地開発事業者等」を「事業主等」に改める。 

 

 

   附 則 

 

この条例は，平成２５年１月１日から施行する。 
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参 照  
 
 

芦屋市住みよいまちづくり条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

 地区住民自らが，地域のまちづくりに関するよりきめ細かいルールを創設するこ

とができる制度を設けるとともに，住環境の維持，保全に係る規定を整備するため，

この条例を制定しようとするもの。 
 

２ 改正の内容 

(1) 条例の目的（第１条関係） 

条例の目的規定に，住みよいまちの実現に資するため，住環境の維持について

基本となる事項などを定めることを加えるとともに，指定確認検査機関の責務を

明らかにすることを加える。 

(2) 定義（第２条関係） 

次のとおり用語の意義を定める。 

ア 市民等 市内において，居住する者，事業を営む者，土地又は建築物等を所

有又は占有する者とする。 

イ 指定確認検査機関 市内を業務区域として建築基準法の規定による建築の確

認及び検査の業務を行う者とする。 

ウ 事業主 宅地開発を行おうとする者及び宅地開発を行う者とする。 

エ 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者及び請負契約によらないで

自らその工事をする者（用途変更を行う者を含む。）とする。 

オ 特定建築物 特定建築物の定義に戸数が５以上の集合住宅に準ずるものとし

て規則で定めるものを加える。 

(3) 指定確認検査機関の責務（第３条の２関係） 

指定確認検査機関は，市が取り組む健全で快適な住環境を維持，保全及び育成

するための施策に協力しなければならないものとする。 
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(4) 市民等の責務（第５条関係） 

市民等の責務に宅地又は建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければ

ならないことを加える。 

(5) 宅地開発に係る届出（第６条関係） 

宅地開発に係る届出について，規則で定める軽易な行為については不要とする。 

(6) 建築物の建築に係る届出（第７条関係） 

宅地開発を伴う建築に係る届出については，次に定めるところによる。 

ア 宅地開発に係る適合通知書の交付を要する宅地開発を伴う建築については，

その交付を受けた後に届出を行う。 

イ 宅地開発に係る市長と事業主との間の協定の締結を要する特定宅地開発を伴

う建築については，その締結後（竣工検査を受ける宅地開発にあっては，検査

済証の交付を受けた後）に届出を行う。 

(7) 宅地開発計画に係る指導及び事業主の措置（第１１条関係） 

事業主は，都市計画法に基づく用途地域及び高度地区等の指定の趣旨を遵守し，

建築物の建築に必要な宅地規模を確保しなければならないものとする。 

(8) 建築物の建築計画に係る指導及び建築主の措置（第１２条関係） 

建築主は，建築物の配置において，外壁の後退距離を確保しなければならない

ものとする。 

(9) 特定宅地開発及び特定建築物の竣工検査（第１５条関係） 

特定宅地開発及び特定建築物の建築のうち，規則で定める軽易な行為について

は，竣工検査を不要とする。 

(10) まちづくり活動団体の認定等（第１９条の２及び第１９条の３関係） 

ア 市民等で構成され，住みよいまちづくりを推進することを目的とする団体が

次のいずれにも該当するときは，まちづくり活動団体として認定することがで

きる。 

(ｱ) 活動区域の面積がおおむね０.５へクタール以上であること。 

(ｲ) 組織の規約等を有し，かつ，代表者の定めがあること。 

(ｳ) 組織が地区住民等の２分の１以上で構成され，構成員が１０人以上である
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こと。 

(ｴ) 活動が，活動区域における地区計画等の導入又は維持及び保全を目的とし

ているものであること。 

(ｵ) 活動内容について，地区住民等に周知できる取組を行っているものである

こと。 

イ アの認定を受けようとする団体は，市長に申請しなければならない。 

ウ 認定を受けた内容に変更が生じたときは，市長に届け出なければならない。 

エ まちづくり活動団体が，ア(ｱ)から(ｵ)までに該当しなくなったときは，その

認定を取り消すことができる。 

オ まちづくり活動団体が，認定の取消しを申し出るときは，市長に届け出なけ

ればならない。 

(11) まちづくり協定の認定等（第２１条の２関係） 

ア まちづくり活動団体は，地域のまちづくりに関し，地域において遵守される

べき事項を定めたまちづくり協定を策定したときは，認定を受けることができ

る。 

イ アの認定を受けようとするときは，市長に申請しなければならない。 

ウ 市長は，申請書の提出があったときは，その旨を告示し，まちづくり協定書

を当該告示の日から２週間公衆の縦覧に供さなければならない。 

エ 地区住民等は，告示の日の翌日から起算して２週間以内に，市長に対し，ま

ちづくり協定に関する意見書を提出することができる。 

オ 市長は，意見書が提出されたときは，速やかにその写しをまちづくり活動団

体に送付しなければならない。 

カ まちづくり活動団体は，意見書の送付を受けたときは，当該意見書に対する

見解書を市長に提出しなければならない。 

キ 市長は，見解書が提出されたときは，当該見解書を速やかに公表しなければ

ならない。 

ク 市長は，意見書及び見解書の内容等を考慮し，まちづくり協定の内容が，次

のいずれにも該当するときは，まちづくり協定を認定しなければならない。 

(ｱ) まちづくり協定の目的となっている土地の区域の面積がおおむね０.５ヘ
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クタール以上であること。 

(ｲ) まちづくり協定の目的となっている土地又は建築物等の利用を不当に制限

するものでないこと。 

(ｳ) まちづくり協定に定められた基準がまちづくりの目標及び方針に合致する

ものであること。 

(ｴ) 都市計画法第１８条の２第１項に規定する都市計画に関する基本的な方針

（都市計画マスタープラン）に沿った内容であること。 

ケ 市長は，まちづくり協定の認定をしたときは，その旨を告示し，かつ，申請

者に通知しなければならない。 

コ まちづくり活動団体は，認定を受けたまちづくり協定の内容を変更又は廃止

しようとするときは，市長に申請しなければならない。 

サ まちづくり協定を変更する場合の手続は，まちづくり協定の認定に関する手

続と同様とする。 

シ 市長は，まちづくり活動団体の認定が取り消されたときは，まちづくり協定

の認定を取り消すことができる。 

ス 市長は，まちづくり協定の廃止の届出があったとき又は市長がまちづくり協

定の認定の取消しをしたときは，その旨を告示し，かつ，申請者に通知しなけ

ればならない。 

(12) まちづくり活動団体との協議要請等（第２１条の３関係） 

ア 市長は，協定区域において建築等を行おうとする事業主又は建築主に対し，

まちづくり活動団体と協議するよう要請することができる。 

イ 事業主及び建築主は，アの協議を行ったときは，その協議内容を市長に報告

しなければならない。 

(13) まちづくりに関する助成等（第２２条関係） 

技術的援助を行い，又は活動に要する経費の一部を助成することができる対象

に，まちづくり協定の認定に関する活動を加える。 

(14) その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

 平成２５年１月１日 


